
１.教育界の動向
『今，我が国の教育界で問題になっているも

のは何なのでしょうか？　そして，その結論は

いつまでに出るのでしょうか？』

このようなことを昨年は様々な研究会などで

言い続けた。国の施策や発表（答申・戦略）は，

学校現場には直接関係ないという感じがあり，

関心を寄せていない先生方が意外と多いのでは

ないだろうか。また，毎日毎日，目の前にいる

生徒たちの指導でそれどころではないというこ

ともあると思う。現在では，文部科学省（http://

www.mext.go.jp/）をはじめとして各省庁及び県

教育委員会なども，ホームページ上で多くの情

報を発信している。しかしながら，文部科学省

のホームページがあることすら学校現場の先生

方に浸透していない，見たとしても自分に関係

する情報というものは毎日あるのではない，国

の政策が学校現場まで浸透するには時間がかか

る，などによりご覧になる先生が少ないのでは

ないかと思う。このことは，国の情報を発信す

るよう努めるべき私にも至らぬところがあるの

かと反省している。ホームページ上で掲載でき

る情報というものは限られており，敏速に対応

できるものとできないものとがあるが，お暇な

ときにのぞいていただければ幸いである。

２.教育界はトップダウン
一般的に，何かやるとき（新しいことを行う

とき）は，現場から発案（要望）するものと上
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層部（管理者，経営者）からの指示によるもの

がある。いわゆるボトムアップとトップダウン

だ。会社では，日々の改革は現場から（ボトム

アップで），大きな改革（経営方針や会社運営）

は経営者から（トップダウンで）行われている

ことが普通である。両方向からの改革（改善）

により，会社がより良い方向へ（経費や労働環

境の改善，品質や利益の向上などを目指して）

進むよう努めているのである。

さて，教育界ではいかがであろうか。学習指

導要領の改訂などは，まさにトップダウンによ

る改革である。約１０年度ごとに見直し，その時

代の教育課題を取り込んできた。例えば，教科

の再編など（必修クラブの創設・廃止，社会が

地歴と公民に分かれた，総合的な学習の時間の

創設など），制度に関わる改正など（学校５日

制や卒業単位，学校外の学修など），これまで

に多くの改革が行われてきた。これらの改革は，

まさにトップダウンによる改革であり，学校現

場ではとてもやれないものである。教育界では，

まさにトップダウンによる改革が中心となって

いる。

逆にボトムアップの改革というのは，教育界

ではどのようなものがあるのだろうか。文部科

学省の行っている「研究開発学校」は，その良

い一例であろう。学習指導要領に関わる教育課

程や教科・科目について，先進的な取り組みを

行うというものであり，研究希望校から計画を
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提出していただくものである。新しいものを教

育的な体系として位置づけるためには，実践的

な試みが必要である。そのような趣旨から，幼

稚園，小学校，中学校，高等学校及び盲・聾・

養護学校（特別支援教育）において，学習指導

要領，教科・科目・領域などの改革を試みるた

めに行われている。また，高等学校のみでは，

「目指せスペシャリスト（スーパー専門高校）」，

「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」，「ス

ーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイス

クール（SELHi）」なども，各学校からの企画提

案（ボトムアップ）による新しい教育内容・方

法についての試みだといえる。しかし，このよ

うな学校現場からの改革（ボトムアップ）が，

全国に普及するには時間がかかり，なかなか日

の目を見ないことがあるのも事実である。

３.教育改革に関する動向
平成１７年という年は，教育界にとって大きな

変わり目の年であった。義務教育を中心とする

改革，国から地方へ，いずれも大きな方向性を

持って示され，今後も大きく影響し続けると思

われるものばかりである（個人的には，アスベ

スト問題が大きなものであった）。

今，教育界で一番話題となっていることは，

教育制度全般に渡る教育改革であろう。特に，

直接先生方に関わるものとしては，学習指導要

領の改訂がある。しかしながら，高等学校の場

合，改訂された学習指導要領が実施されてから

３年しか経過しておらず，改訂の評価結果がま

だ出ていない状態にある。３年間，新しい学習

指導要領で学んだ生徒たちがどう変容したかと

いう検証もなく，改訂の話が広く論議され始め

ている。なぜこのように変更する方向になった

かといえば，国際的な学力低下問題や義務教育

の在り方そのものが大きな社会問題となり，早

急に改善を図らないといけない状況になったか

らである。このことは中央教育審議会において，

昨年までは，小・中学校，つまり義務教育につ

いて論議されていた。次は，高等学校である。

国レベルの教育界に関する論議は，ご承知のと

おり「中央教育審議会」において行われている。

学習指導要領というものもここで論議された結

果（答申）を受け，策定される。

昨年から，中央教育審議会初等中等教育分科

会の教育課程部会において，様々な検討がなさ

れてきた。本年２月１３日に「審議経過報告」が

なされ，いよいよ次期の学習指導要領をどのよ

うにするかが具体的に見えてきた。

義務教育の構造改革については，昨年１０月に

中央教育審議会から「新しい時代の義務教育を

創造する」という答申がなされた。これにより，

義務教育改革の方向性についての提言がなされ，

１１月には，三位一体改革についての政府・与党

の合意がされた。

このようなことを受け，教育は我が国の将来

を左右する国政上の重要課題であり，「どの子

どもにも豊かな教育を」という基本的な考え方

に立ち，「国際社会の中で活躍できる心豊かで

たくましい人づくり」を目指した教育改革を推
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進することが必要であることから，「教育改革

のための重点行動計画」（http://www.mext.go.jp/

b_menu/houdou/１８/０１/０６０１１８０１.htm）が１月１７日

に発表された。

この行動計画では，学習指導要領全体の見直

しの視点として，

今必要とされているものを「人間力」という言

葉で表していると思う。卒業生の半分が社会人

として巣立っていく（進学者もいずれ働き，社

会人となる）高等学校の工業教育においてこそ，

最終的な学習の場の一つとして，生徒たちに

「人間力」をしっかり身につけさせる必要があ

るだろう。

中央教育審議会の「審議経過報告」では，

の２つの柱を掲げている。

まず，「人間力」の育成を目指した学習指導

要領の見直しでは，

a「読み・書き・計算」などの基礎・基本を

確実に教える「確かな学力」の確立

b将来の職業や生活への見通しを与えるため

に，生きることの尊さを実感させる「社会的自

立」の推進

c「社会の変化」への中で，自らの責任を十

分に自覚した上で行動できる人材の育成

の３つの視点を明確にしている。

「学校教育の質の保証」を目指した学習指導要

領全体の見直しでは，義務教育の構造改革とい

う視点を踏まえ，

a学習指導要領における到達目標の明確化

b教育課程編成実施に関する現場主義の重視

c情報提供その他の基盤整備の充実

d教育成果の適切な評価

という視点に立って検討するとしている。

４.学習指導要領の改訂に向けて
さらに，平成１７年２月１３日には，中央教育審

議会から「審議経過報告」がとりまとめられた。

この報告では，現行の学習指導要領に示されて

いる「生きる力」を発展させる観点から「人間

力」という考え方を打ち出している。「人間力」

とは，どのようなものであろうか？　この言葉

については，平成１５年４月１０日に発表された内

閣府の「人間力戦略研究会報告書」をご覧いた

だきたい（P.６別表参照）。ここでは，まさに，

が３つの柱として述べられている。報告内容の

多くが義務教育に関する項目が，工業高校にも

大きく関係すると考えられる部分を紹介する。

１番目の『教育課程をめぐる現状と課題』で

は，学校教育の目的は，一人一人の国民の人格

形成と国家・社会の形成者の育成であるとし，

教育をめぐる様々な課題を克服し，心豊かでた

くましい日本人の育成を目指すため，国家戦略

として世界最高水準の教育の実現に向けて学校

教育の改革と充実に取り組む必要があるとして

いる。現行の学習指導要領がねらいとする知識・

技能を活用し，考えたり，表現したりする力の

育成が十分実現できていないことや，子どもの

学ぶ意欲や生活習慣が未確立であること，体力

低下が深刻であることなどをあげている。家庭

や地域の果たすべき教育については，学校，家

庭，地域の三者が互いに連携し，適切に役割を

分担し合うことが必要と述べている。

次に，教育内容や教育課程などについては『教

育内容等の改善の方向』において，「人間力の

向上を図る教育内容の改善」及び「教育課程の

枠組みの改善」の２点から改善の方向性を述べ

ている。「人間力の向上を図る教育内容の改善」

では，教育に求められているのは，確かな学力，

豊かな心，健やかな体などの「生きる力」を育

・「人間力」の育成

・学校教育の質の保証

１　教育課程をめぐる現状と改題

２　教育内容等の改善の方向

３　学校教育の質の保証のためのシステム

の構築
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むこととした上で，「生きる力」を学校と社会

とで共通認識を形成することが重要であり，実

社会とのかかわりの中で，「生きる力」をより

具体化し発展させるという観点から「人間力」

という考え方を用いて見直しを行っているなど

と説明している。人間力の向上については，社

会の側からの視点に立って，必要な力を明確に

することが必要であり，その方向で検討を行う

こととしている。また，「確かな学力」の育成

に関しては，習得型の教育と探求型の教育を総

合的に育成することが必要であり，そのために

は，知識・技能を活用することが重要であると

している。また，総合的な学習の時間について

は，そのねらいを明確化することが必要である

としている。Ａ４判１枚（１０００字程度）で自分

の考えをまとめるなど，読解・論述力の育成が

重要であると具体的に内容を示している。また，

「教育課程の枠組みの改善」では，指導方法，

授業時数の見直し，ICTの活用等を重視するこ

とを提言している。

３番目の『学校教育の質の保証のためのシス

テムの構築』では，学習指導要領における到達

目標の明確化，現場主義の重視，教育成果の適

切な評価，教育行政の在り方の改善などを提言

している。

今後，中央教育審議会教育課程部会において，

この「審議経過報告」を踏まえて審議を継続す

るとともに，高等学校教育，幼稚園教育，特別

支援教育などについては，関係の部会等での専

門的な見地からの検討状況も踏まえて，さらに

審議を進めているとしている。

５.工業教育・工業高校の方向は？
このような流れの中，専門教育に関する話題

は残念ながら少ない。これは昨年まで，話題の

主になるものが「義務教育改革」であったので，

いたしかたないのかもしれない。今後は，専門

教育を含めて高等学校における教育改革の方向

性についての論議が活発化することであろう。

また，このような改革に関する論議は，従来と

異なり短時間で結論を出すことになるものと思
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われる。そこで，各学校においても今後の工業

教育について大いなる議論が活発になることを

期待したい。しかしながら，各学校におかれて

は，生徒の生徒指導の問題，学習意欲低下の問

題，さらには各種コンテストへの出場や就職・

進学への対応など，毎日毎日様々な事柄に追わ

れ，先生方には国の教育改革などに注目したり，

論議したりする暇がないのでは思われる。せめ

て，新聞やテレビ等で話題になったときには，

工業高校としてどのような影響があるのか，教

育改革がどのような方向へと進もうとしている

のか注目していただきたい。また，同時に「自

らがどう改革するのか」が常に問われている時

代でもあり，工業高校で３年間学んだ生徒たち

の将来像を思考するとともに，学校（学科）が

今のままでよいのかどうかなどを各個人が常日

頃から話し合っていただければ，次の時代を目

指した改革というものが見えてくるのではない

だろうか。学校現場からすばらしいボトムアッ

プの改革が提案されることを期待したい。

■人間力をどうとらえるか―社会に生き，社会をつくる人間をモデルに
文部科学省は，近年の教育改革の中で，自ら学び，自ら考える力などの「生きる力」という理念を提

唱してきた。「人間力」とは，この理念をさらに発展させ，具体化したものとしてとらえることができ
る。すなわち，現実の社会に生き，社会をつくる人間をモデルとし，その資質・能力を「人間力」とし
て考える。本委員会の採用した人間力の定義とは，「社会を構成し運営するとともに，自立した一人の
人間として力強く生きていくための総合的な力」ということになる。
この定義は，多分にあいまいさを含んでいる。しかし，私たちは，人間力という概念を細かく厳密に

規定し，それを普及させることをこの研究会の使命とは考えていない。人間力という用語を導入するこ
とによって，「教育とは，何のために，どのような資質・能力を育てようとするのか」というイメージ
を広げ，さらにそこから具体的な教育環境の構築が始まることにこそ意義があるのである。
ところで，「人間力」をこのようにとらえるとすると，まず，そのモデルといえる「大人」は，どの

ように社会の中で生きているのであろうか。その側面は大きく三つに分けて考えることができる。まず，
第一は，「職業生活」という側面である。何らかの仕事をもちそれを遂行することは個人が生きる糧と
なると同時に，経済・社会の維持・発展を基礎から支えるものとなっている。第二は，「市民生活」と
いう側面である。すなわち，民主主義社会の一員として，社会的問題に関心をもち，直接・間接に政治
に関わったり，地域活動や市民活動に参加したりするということである。そして第三は，「文化生活」
という側面である。学校時代に留まることなく，自らの教養・知識・技能を向上させ，文化的活動に関
わる意欲と能力をもっていることである。
これらの側面から考えてみたときに，従来のわが国の子どもたちをめぐる教育の内容と環境は，けっ

して満足できるものであったとは思われない。とくに近年，「子どもたちの学習意欲が減退しているこ
と」，「就業意識の低い若者が増加していること」，「地域活動や政治参加への無関心が増大していること」
などの実態を踏まえると，人間力の諸側面において危機的な状況に向かっているにも関わらず，有効な
対策は十分に講じられていないように思われる。

人間力戦略研究会報告　部分 （平成１５年４月）


